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４－２．第２回見直しの進め方 

第２回都市計画道路の見直しは、「長野県都市計画道路見直し指針（平成 18 年３月長野県

土木部）」で定められている進め方に準拠し、各評価の視点は、第１回から更新して進めるも

のとする。 

 

ステップ１ 現況把握 

〇都市計画道路の整備状況等の整理 

〇都市構造、土地利用等の整理 

〇上位関連計画の整理 

 

ステップ２ 見直し対象路線及び評価区間の設定 

〇見直し対象路線の抽出 

〇評価区間の設定 

 

ステップ３ 必要性の評価 

〇必要性評価の基準設定（評価指標の設定） 

〇必要性の評価 

 

ステップ４ 代替性の評価 

〇代替性評価の基準設定 

〇代替性（現道・代替路の有無）の評価 

 

ステップ５ 実現性の評価 

〇実現性評価の基準設定 

〇実現性の評価（第１回都市計画道路見直しで評価を実施済） 

 

ステップ６ 客観的指標による区間別の総合評価 

〇総合評価の基準設定 

〇区間別の総合評価 ➡都市計画道路見直し素案の作成 

 

ステップ７ 交通需給バランスの検証 

〇現況の交通容量・交通量（総走行台キロ）の算出 

〇将来の交通容量・交通量（総走行台キロ）の算出（交通需給バランスの検証） 

・フルネット（既決定の都市計画道路整備を想定） 

・都市計画道路見直し素案道路網 

 

ステップ８ 優先整備路線群の検討 

〇区間別の概算事業費の算定 

〇路線群別(便益算定グループ別)の簡易化費用便益の算定 

〇優先整備路線群の設定 

 

図 第２回見直しの検討フロー  
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